
 
 
 
一定基準を満たす省エネ家電製品等を購入した世帯を対象に、補助金を交付します 
 
 
 
 

※受付期間内でも申込が予算枠に達した時点で受付を終了し、 
同日で予算額を上回る複数の申請書を受付けた場合は、抽選で交付決定します。 

 
 
 
 
 
令和５年７月 18 日以降に自らが居住する住宅に省エネ家電を購入・設置した、 

市内の住宅に自ら居住している、市内に住民登録がある人 

 
 
 
下記①②のすべてに該当する省エネ家電など 
①令和５年７月 18 日～令和５年 10 月 31 日に、市内に所在する店舗・事業所から購入した新品（未

使用品） 

※エアコンのうち「目標年度 2010・基準 4つ星以上」は、9 月 30 日購入分までが対象になります。 

②省エネ型製品情報サイトに登録されている製品で、下表の種類ごとの基準を満たすもの 

種類 エアコン テレビ 冷蔵庫 冷凍庫 LED 照
明器具 

ｴｺｷｭｰﾄ ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ ｴｺﾌｨｰﾙ 

目標年度 2027 2010 2026 2021 2021 2020 2025 2025 2025 
基準 3つ星以上 4つ星以上 3つ星以上 3つ星以上 3つ星以上 4つ星以上 4つ星以上 3つ星以上 3つ星以上 
※統一省エネラベルの星の数は、省エネ型製品情報サイト（ https://seihinjyoho.go.jp/ )で確認してください。 

 
 
対象製品の購入費用の合計額（税抜）の 20％（千円未満切り捨て、上限４万円） 

・複数種類、複数台を同時申請可能です。（ただし、申請は１世帯につき１回限りです。） 
・補助対象経費は対象製品の代金のみ（送料、設置に係る工事費、古い家電などの処分費は対象外です。 

 
 
(１)交付申請書 

(２)補助対象経費に係る領収書等の写し 

※申請者が市内の店舗などで対象家電を購入したことを証明できるもので、製品名、機種名や支払金額の
内訳が記載されたもの（店舗で発行されたレシート上の保証書は不可） 

(３)補助対象製品の製造事業者が発行する保証書の写し 

※保証書に「申請者の氏名、住所、購入日等を」記載してください。 

(４)補助対象製品の設置状況が確認できる書類の写し 

※取付工事注文書、配送注文書、納品書など（設置日、設置場所が記載されたもの） 
(５)（その他市⻑が必要と認める書類） 

 

四街道市省エネ家電製品等購入事業補助金(令和 5 年度) 

[お問い合わせ] 四街道市役所 環境政策課 電話：043-421-6131 

[提 出 先] 〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 四街道市役所 環境政策課 宛 

必要書類（提出書類） 

〔購入・設置期間〕令和 5 年 7 月 18 日(火曜)～令和 5年 10 月 31 日(火曜) 

〔申請受付期間〕令和 5 年 7 月 18 日(火曜)～令和 5 年 10 月 31 日(火曜)※必着 

〔申請方法〕下記の必要書類を環境政策課に 持参または郵送 ※購入・設置後申請です 

【提出先】四街道市役所環境政策課（〒284-8555 四街道市鹿渡無番地） 

対象者の条件 

対象製品・基準 

補助金額 

※QR コード 
省エネ家電製品等 
購入事業補助金 HP 


